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１ 大綱策定の趣旨 

  平成２７年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）が一部改正され、教育の政治的中立性、継続性・安定性を

確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構

築、教育委員会と地方公共団体の長（本市では市長）との連携強化が図られ

ました。 

  改正後の法律第１条の３第１項では、市長は、本市の教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされ、本市では市長と教

育委員会で構成する総合教育会議において協議し、令和３年度から令和７年

度までの５年間を対象期間とした碧南市教育大綱（第２期）を令和３年３月

に策定し、その後、令和６年５月に中間見直しを行いました。 

この度、碧南市教育大綱（第３期）を定めるため、令和７年度の総合教育

会議にて協議し、令和８年２月に策定となりました。 

 

２ 大綱の策定にあたっての考え方 

  本市における教育に関する施策のめざす姿やその実現に向けた方針につ

いては、令和２年度策定の第６次碧南市総合計画（総合計画）（計画期間：令

和３年度～令和１２年度）に掲げています。 

したがって、総合計画の基本理念に基づいた「施策の大綱」と、基本施策

のうち、「学校教育」、「生涯学習・スポーツ」、「芸術・文化」の分野を、本市

の教育大綱と位置付けます。 

なお、総合計画の策定から５年が経過するため、この間に生じた事情を反

はじめに 



２ 

映することとします。 

３ 大綱の期間 

  令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの５

年間とします。ただし、本市の教育を取り巻く状況や社会情勢の変化に応じ

て、期間の途中においても見直しを行います。 
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人と文化が育ち・支え合うまち 

 

 

教育環境の充実により、子供が健やかに成長できる環境を形成するとともに、

誰もが健康で生きがいのある生活が送れるように文化・スポーツ、健康・福祉

環境の充実を図り、人と文化が育ち・支え合うまちをめざします。 

 

１ 学校教育 

よりよい社会をつくるという理念を家庭や地域社会と共有し、これからの

時代に求められる学校教育の充実をめざします。 

子供が社会に主体的に関わり、可能性に挑戦するために必要となる力を育

むことのできる環境づくりをめざします。 

 

２ 生涯学習・スポーツ  

  誰もが互いに楽しく学び合い、その成果が地域社会に活かされる環境をめ

ざします。 

人や団体相互の連携・交流を進め、地域力の向上をめざします。 

青少年の教育、健康の維持増進、生きがいとして市民がスポーツに親しみ、

スポーツを通じた地域活性化をめざします。 

 

目標 

施策のめざす姿 
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３ 芸術・文化  

誰もが心豊かな生活を楽しむ活気あるまちづくりの拠点として、それぞれ

の施設の特色を活かしながら充実した芸術文化活動をめざします。 

地域の歴史・文化・自然の保存と活用を図り、次世代への継承をめざしま

す。 
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１ 学校教育 

 

①教育内容や環境の充実 

 

 ●キャリア教育、職場体験学習を継続的に行い児童生徒の社会性の育成を図

ります。 

●外国語指導助手の派遣や小学校英語専科非常勤講師を配置し、教育体制の

充実を進めます。 

●生徒指導対応非常勤職員の配置を行い、教育環境の充実を図ります。 

 ●児童生徒にとって望ましい教育環境の実現のため、組織的な学校運営の促

進、教員の業務量の調整、適切な管理を進めます。 

 

②支援の必要な児童生徒への支援の充実 

  

●特別な支援が必要な児童に対する支援の充実のため、教員やスクールアシ

スタントなどの支援者の適正な配置に努めるとともに、資質向上を図りま

す。 

●日本語初期指導教室の開設や通訳のできるスクールアシスタントの配置

をし、日本語指導を必要とする児童生徒の支援を行います。 

●民間教育施設と連携し、増加する外国人児童生徒の学びの場の維持・拡充

を図ります。 

●心の教室相談員の配置や、ハートフレンド、スクールカウンセラーの派遣、

施策の方針 
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活用など、各機関が連携して不登校などの対策を進めます。 

 

③教員研修の充実 

  

●いじめ対策、ICT 教育などの教育課題への対応のための教員研修を実施し

ます。 

●教員の資質向上のために教員研修指導員を配置して研修の充実を図りま

す。 

 

④学校施設の整備・充実 

 

 ●児童生徒の情報活用能力を育成するためＩＣＴ環境の充実を図ります。 

●老朽化が進んだ学校施設について適切な維持管理と計画的な改修を行い、

長寿命化を図るとともに安心安全かつ快適な教育環境の整備を行います。 

 

⑤安全な給食の提供及び食育の推進 

 

 ●衛生教育の実施、食中毒・異物混入対策マニュアルの充実など食の安全に

関する取り組みを進め、児童生徒に安全な給食を提供します。 

●「碧南人参の日」 などの記念日に合わせて地元産の食材を使用し、児童生

徒の食材への関心を高めることで地産地消の取り組みを推進します。  
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２ 生涯学習・スポーツ 

 

①地域と連携した生涯学習の推進 

 

 ●ＨＥＸＰＯ ＳＴＡＦＦ、子ども会、青少年育成推進員など、生涯学習活

動に関わる団体相互の連携を強化します。 

 ●家庭や地域の教育力向上を図るため、親子の共同体験や家庭教育に関する

学習機会の提供に努めるとともに地域と連携した取り組みを推進します。 

●休日における学校文化部活動の地域連携・地域展開を推進するため、合同

部活動を実施し、関係団体との連携を図ります。 

 

②生涯学習機会の拡充 

 

 ●多様化するニーズに応じた、魅力ある講座を開催します。 

●各種講座の終了後、受講者が新たな団体として活動を継続できるよう支援

します。 

●文化祭事業を始め、文化会館ホールなどを利用して成果を発表する場を提

供します。 

 

③スポーツの推進体制の強化 

 

 ●スポーツ協会をはじめとする関連団体の支援に努めるとともに、学校体育

や企業、スポーツチームを含む各団体間の連携を強化し、スポーツの裾野

の拡大を図ります。 

●指導者の育成と資質向上により、安定的かつ継続的にスポーツができる環
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境の整備を行います。 

●休日における学校運動部活動の地域連携・地域展開を推進するため、合同

部活動を実施し、関係団体との連携を図ります。 

 

④スポーツに触れる機会の拡充 

 

 ●スポーツ教室や手軽な健康づくり講座の開催など、市民がスポーツに触れ

る機会を提供することにより、健康寿命の延伸に努めます。 

●年齢や体力、さらには障害の有無に応じ、生涯にわたりスポーツを楽しめ

る環境の整備に努めます。 

●ニュースポーツ・若者向けスポーツを始めとした魅力あるスポーツ事業を

実施することにより、スポーツの推進と地域の活性化をめざします。 

●スポーツ施設の魅力を積極的にＰＲし、利用促進をめざします。 

 

⑤生涯学習・スポーツ施設の維持管理・整備 

 

 ●生涯学習関連施設やスポーツ施設の計画的な維持・管理を行うとともに、

老朽化の進む施設などのあり方について検討します。 

●新たなスポーツ施設の整備については、各施設の利用状況を踏まえ、あら

ゆる観点から検討を進めます。 
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３ 芸術・文化 

 

①芸術文化事業の充実 

 

 ●各施設の特性を生かした魅力ある事業を行うことで、まちの芸術文化環境

を個性あるものにし、若い世代が新しい文化を創造しやすい地盤を育てま

す。 

●地域の歴史や伝統文化の調査研究を進め、積極的に文化財指定を行い、貴

重な文化財の継承・保存を推進し、潜在的な文化資源を掘り起こすととも

に、公開などの活用を図ります。 

●各施設が地域文化活動の拠点になるよう、市民同士の交流を深める事業や

ボランティア活動を支援する事業などを展開します。 

●自由な発想の事業を行うため、施設の枠にとらわれず施設間連携を深め、

より充実した企画を実施します。 

 

②教育普及の充実 

 

 ●学校や園と連携した事業を積極的に行うことにより、子供が芸術文化に興

味を持つきっかけを作り、地域の歴史や自然環境の大切さを伝えることで、

将来の地域文化の担い手の育成を図ります。 

●何度訪れても魅力を感じさせる施設作りのために、企画や展示コーナーな

どを刷新し、得た知識や教養が市民や地域に活用されることをめざします。 
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③情報発信の強化 

 

 ●各施設はホームページやＳＮＳを利用し、碧南市ならではの情報を公開し、

施設の魅力や地域文化のイメージを高めるよう情報発信をするとともに、

市民の意見を収集し、施設の運営に反映します。 

 

④施設の整備 

 

 ●施設の計画的な改修により安全性を高め、市民が安心して利用できるよう

整備を進めます。 

●観光資源として活用するため、必要に応じて民間とも連携しながら、施設・

サービスの向上を図ります。 

 

⑤施設の特色を活かした運営 

 

 ●碧南市芸術文化ホールは、優れた芸術文化にふれることができる機会を提

供するとともに、市民による自主的な芸術文化活動が地域に根付くための

支援を行います。 

●碧南市藤井達吉現代美術館は、多世代を対象とした美術普及活動を展開し、

藤井達吉など本市に縁のある人物や地域の歴史の調査・研究を進め、啓発

活動を行います。 

●哲学たいけん村無我苑は、哲学・茶道・芸術・文化などを通して心を豊か

にする事業を展開します。 

●碧南市民図書館は、あらゆる世代のニーズに応え、多種多様な資料を収集

提供し、市民が自主的に学べるよう読書活動の推進を図ります。 
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●碧南海浜水族館は、特別展やビオトープなどでの自然観察会などを通して、

命の大切さを学び、絶滅危惧種や自然環境の保全に必要な能力の育成・支

援を図ります。 
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